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公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
六
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
一
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中

｢

運
営
部
長｣

の
下
に

｢

又
は
課
長
等｣

を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
運
営
部
長
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
時
間
外
勤
務
命
令
及
び
休
日
勤
務
命
令
に
つ
い
て

は
経
営
企
画
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
三
十
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
課
長
等
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
運
営
部
の
職
員

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
所
属

す
る
者
を
除
く
。)

に
係
る
時
間
外
勤
務
命
令
に
つ
い
て
は
経
営
企
画
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決

す
る
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
第
一
号
ハ
中

｢

時
間
外
勤
務
命
令

(｣

の
下
に

｢

深
夜

(

午
後
十
時
か

ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

、｣

を
加
え
、
同
表
つ
く
し
が
丘
病
院
運

営
室
長
の
項
第
一
号
ハ
中

｢

時
間
外
勤
務
命
令

(｣

の
下
に

｢

深
夜
、｣

を
加
え
、

｢

庶
務
担
当
課

長｣

を

｢

課
長
等｣

に
改
め
、
同
表
課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

所
属
職
員

(

課
長
を
除
く
。)

の
時
間
外
勤
務
命
令

(

運
営
部
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除

く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
項
中
第
十
号
を
第
十

一
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号

を
加
え
る
。

一

所
属
職
員

(

課
長
を
除
く
。)

の
時
間
外
勤
務
命
令

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長
の
専
決

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

別
表
第
四
庶
務
担
当
課
長
の
項
第
二
号
中

｢

職
員

(

庶
務
担
当
課
長
及
び｣

を

｢

当
該
病
院
の

職
員

(｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報�����	
�� �� 号外第74号�

経
営
企
画
室

長

一

運
営
部
の
課
長

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
時
間
外
勤
務
命
令

(

運
営
部
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関

す
る
こ
と
。
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行
所
・
発
行
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青
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市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


